
このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

 製品に付属の取扱説明書もよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

周辺機器の取扱説明書も、あわせてお読みください。

 本書は大切に保管してください。
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安全確保のための警告表示
人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

お願い 製品に付けられている、警告表示および取扱説明書の内容について

本書は、取扱説明書内の「安全上のご注意」を法改正による変更に対して補足するものです。
製品に付けられている警告表示および取扱説明書の内容は、製品に関する法令・基準・規格・規則等に

基づき作成されています。
これらの関連法規等は将来改正されることがあります。
改正により、関連法規等に基づく使用者側の製品使用に際しての規制内容に変更が生じた場合につきま

しては、使用者側の責任において対応していただきますようお願いします。

危害や損害の程度を区分して、説明しています。
お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内
容」です。

してはいけない内容です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」
です。

実行しなければならない内容です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生
するおそれがある内容」です。

気をつけていただく内容です。

危険

警告

注意

安全のしおり

溶接編

OMDT6337J01
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1. 安全上のご注意（必ずお守りください）

システムとしてご使用される場合は、周辺機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

溶接電源

(1) 溶接機のご使用にあたっては注意事項を必ず守る。

(2) 凍結したパイプの溶解など、この溶接機を溶接以外

の用途に使用しない。

(3) 入力側の動力源の工事、設置場所の選定、高圧ガス

の取り扱い・保管および配管、溶接後の製造物の

保管および廃棄物の処理などは、法規および貴社

社内基準に従う。

(4) 溶接機や溶接作業場所の周囲に不用意に人が立ち入

らないよう保護する。

(5) 心臓のペースメーカーを使用している人は、医師の

許可があるまで作業中の溶接機や溶接作業場所の

周辺に近づかない。

(6) 溶接機の据え付け、保守点検、修理は、有資格者ま

たは溶接機をよく理解した人が行う。

(7) 溶接機の操作は、取扱説明書をよく理解し、安全な

取り扱いができる知識と技能のある人が行う。

感電

(1) 帯電部には触れない。

(2) 溶接電源、母材、治具などには、電気工事士の資格

を有する人が法規（電気設備技術基準）に従って

接地工事を実施する。

(3) 溶接電源の据え付け、保守点検は、すべての入力側

電源を切り、５分以上経過待機した後、内部のコ

ンデンサの充電電圧がないことを確認してから、

作業する。

(4) ケーブルは容量不足のものや、損傷したり導体がむ

き出しになったものを使用しない。

(5) ケーブル接続部は、確実に締め付けて絶縁する。

(6) 溶接機のケースやカバーを取り外したまま使用しな

い。

(7) 破れたり、ぬれた手袋を使用しない。

(8) 高所で作業するときは、命綱を使用する。

(9) 保守点検は定期的に実施し、損傷した部分は修理し

てから使用する。

(10) 使用していないときは、すべての装置の入力側電

源を切っておく。

排気設備や保護具

(1) 法規（労働安全衛生規則、酸素欠乏症等防止規則）

で定められた場所では、十分な換気をするか、空

気呼吸器などを使用する。

(2) 法規（労働安全衛生規則、粉じん障害防止規則、特

定化学物質障害予防規則、作業環境測定法施行規

則）で定められた局所排気設備を使用するか、呼

吸用保護具を使用する。呼吸用保護具は、より防

護性能の高い電動ファン付き呼吸用保護具を推奨

します（粉じん障害防止総合対策）。継続して屋内

で溶接作業をする場合、年 1 回のフィットテスト

が必要です。

(3) 金属アーク溶接を行う場合は、特定化学物質作業主

任者の選任が必要になります。

(4) タンク、ボイラー、船倉などの底部で溶接作業を
行うとき、炭酸ガスやアルゴンガスなどの空気よ
り重いガスは底部に滞留します。このような場所
では、酸素欠乏症を防止するために、十分な換気
をするか、空気呼吸器を使用する。

(5) 狭い場所での溶接では、必ず十分な換気をするか、

空気呼吸器を使用し、訓練された監視員の監視の

もとで作業をする。

(6) 脱脂、洗浄、噴霧作業などの近くでは、溶接作業を

行わない。有害なガスを発生することがある。

(7) 被覆鋼板を溶接すると、有害なガスやヒュームが発

生する。必ず十分な換気をするか、呼吸用保護具

を使用する。

警告

重大な人身事故を避けるために、必ず

次のことをお守りください。

帯電部に触れると、致命的な電撃

や、やけどを負うことがあります。

狭い場所での溶接作業は、酸素の欠

乏により、窒息する危険性がありま

す。

溶接時に発生するガスやヒュームを

吸引すると、健康を害する原因にな

ります。
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火災や爆発、破裂

(1) 飛散するスパッタが可燃物に当たらないよう、可燃

物を取り除くか、不燃性カバーで可燃物を覆う。

(2) 可燃性ガスの近くでは、溶接しない。可燃性ガスの

近くに溶接機を設置しない（溶接機は電気機器であ

り、内部の電気火花により引火する可能性がある）。

(3) 溶接直後の熱い母材を、可燃物に近づけない。

(4) 天井、床、壁などの溶接では、隠れた側にある可燃

物を取り除く。

(5) ケーブルは、正しい配線で、接続部を確実に締め付

ける。接続後のケーブル接続部は、導電露出部が

ケース等に触れないように確実に絶縁する。（不完

全なケーブル接続や、鉄骨などの不完全な母材側

電流経路がある場合は、通電による発熱で火災に

つながる可能性がある。）

(6) 母材側ケーブルは、できるだけ溶接する箇所の近く

に接続する。（近くで接続しない場合、予期せぬ電

流経路が生成され、通電による発熱で火災が発生

する可能性がある。）

(7) ケーブル接続部は、確実に締め付けて絶縁する。

(8) 内部にガスが入ったガス管や、密閉されたタンクや

パイプを溶接しない。

(9) 溶接作業場の近くに消火器を配し、万一の場合に備

える。

(10) 凍結したパイプの溶解に溶接電源を使用しない。

分解禁止

(1) 修理は販売店にご相談ください。

(2) 内部の点検、または部品の取り外しや取り付けなど

が必要な場合は説明書の指示に従ってください。

警告

火災や爆発、破裂を防ぐために、

必ず次のことをお守りください。

火災や感電、故障につながります。

分解や改造をしないでください。
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保護具

(1) 溶接作業場所の周囲に保護幕を設置し、アーク光が

他の人々の目に入らないよう遮へいする。

(2) 溶接作業や溶接の監視を行う場合には、十分なしゃ

光度を有するしゃ光保護めがね、または溶接用保

護面を使用する。

(3) 溶接用皮製保護手袋、長袖の服、脚カバー、皮前か

けなどの保護具を使用する。

(4) 騒音レベルが高い場合には、防音保護具（耳栓、イ

ヤーマフなどの耳覆い）の種類は、法規に従って

使用する。

ガスボンベ・ガス流量調整器

(1) 法規に従ってガスボンベを取り扱う。

(2) 付属または推奨のガス流量調整器を使用する。

(3) 使用前に、ガス流量調整器の取扱説明書を読み、注

意事項を守る。

(4) ガスボンベは、専用のボンベ立てに固定する。

(5) ガスボンベは、高温にさらさない。

(6) ガスボンベのバルブを開けるときには、吐出口に顔

を近づけない。

(7) ガスボンベを使用しないときは、必ず保護キャップ

を取り付けておく。

(8) ガスボンベに溶接トーチを掛けたり、電極がガスボ

ンベに触れたりしないようにする。

(9) ガス流量調整器の分解や修理は専門知識が必要なた

め、指定業者以外で絶対に分解、修理しない。

回転部

(1) 回転中の冷却扇や送給ロールに、手、指、髪の毛、

衣類などを近づけない。回転部に巻き込まれてけ

がをすることがある。

(2) 溶接機のケースやカバーを取り外したまま、使用し

ない。

(3) 保守点検、修理などでケースやカバーを外すとき

は、有資格者または溶接機をよく理解した人が行

い、溶接機の周囲に囲いをするなど、不用意に人

が近づかないようにする。

溶接用ワイヤ

(1) 溶接トーチの先端を目や顔や体に近づけない。

(2) 樹脂ライナー使用の溶接トーチで溶接用ワイヤをイ

ンチングするとワイヤが樹脂ライナーとケーブル

を貫通することがある。トーチケーブルを伸ばし、

送給量（電流）設定値を半分以下にして操作する。

(3) トーチケーブルが極端に曲がった状態で高速ワイヤ

インチングを行うと、ワイヤが樹脂ライナーと

ケーブルを貫通することがある。傷ついたライ

ナー、ケーブルはガス漏れや絶縁劣化を起こす。

注意

溶接で発生するアーク光、飛散す

るスパッタやスラグ、騒音は、目

の炎症や皮膚のやけど、聴覚に異常

の原因になります。

ガスボンベの転倒や、ガス流量調

整器が破裂すると、人身事故を負

うことがあります。

回転部は、けがの原因になります。

溶接用ワイヤの先端が飛び出し、

目や顔や体に刺さり、けがをする

ことがあります。
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◆ 参考

(1) 据え付け・操作・保守点検・修理関連法規・資格

据え付けに関して

電気工事士の資格を有する人

電気設備の技術基準の解釈 第 17 条接地工事の種類：Ｄ 種（旧第３種）接地工事、

　　　　　　　　　　　  Ｃ 種（旧特別第３種）接地工事

第 36 条................地絡遮断装置等の施設

労働安全衛生規則 第 325 条...........強烈な光線を発散する場所

第 333 条...............漏電による感電の防止

第 593 条.....................呼吸用保護具等

酸素欠乏症等防止規則 第 21 条......................溶接に係る措置

粉じん障害防止規則 第 1 条

第 2 条

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政
令

令和２年政令 148 号

特定化学物質障害予防規則及び作業環境測
定法施行規則の一部を改正する省令

令和２年厚生労働省令第 89 号

作業環境評価基準等の一部を改正する告示 令和２年厚生労働省告示第 192 号

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内
作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の
方法等

令和 2 年厚生労働省告示第 286 号

操作に関して

労働安全衛生規則 第 36 条第 3 号：労働安全衛生特別教育（安全衛生特別教育規

程第４条）

ＪＩＳ ／ ＷＥＳ の有資格者が行う

労働安全衛生規則に基づいた、教育の受講者

保守点検・修理に関して

溶接機製造者による教育または社内教育の受講者で、溶接機をよく理解した者

条文番号は 2021 年 12 月のものです。
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(2) 保護具等の関連規格

 

JIS Z3950 溶接作業環境における

浮遊粉じん濃度測定方法
JIS T8113 溶接用かわ製保護手袋

JIS Z8731 環境騒音の表示・測定方法 JIS T8141 遮光保護具 

JIS Z8735 振動レベルの測定方法 JIS T8142 溶接用保護面

JIS Z8812 有害紫外放射の測定方法 JIS T8147 保護めがね

JIS Z8813 浮遊粉じん濃度測定方法通則 JIS T8151 防じんマスク

JIS T8150 呼吸用保護具の選択、使用及び保

守管理方法
JIS T8161 防音保護具

関連法規について、詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省
法令等データベースサービス

https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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特定化学物質障害予防規則

条⽂番号 項⽬
第 38 条の 21 第 2〜 8項 溶接ヒ ュ ーム濃度の測定
第 38条の 21 第 5〜 10項 有効な保護具の使⽤
第 38 条の 21第 7項 フ ィ ッ ト テ ス ト
第 27 条、 第 28条 特定化学物質作業主任者の選任
第 38 条の 21第 1項 全体換気装置によ る換気等

第 21条 不浸透性床の設置
第 38 条の 21第 9項 清掃
第 29 条〜第 42条 特殊健診

第 24条 ⽴⼊禁⽌措置
第 25条 運搬貯蔵時の容器等の使⽤
第 37条 休憩室の設置
第 38条 洗浄設備の設置

第 38条の 2 喫煙、 飲⾷の禁⽌
第 43 条、 第 45条 有効な呼吸⽤保護具の備え付け

条文番号は 2021 年 12 月のものです。
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